
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
提
出

質

問

第

一

八

号

被
疑
者
で
あ
る
中
国
人
船
長
の
出
国
と
公
訴
時
効
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

高

市

早

苗
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被
疑
者
で
あ
る
中
国
人
船
長
の
出
国
と
公
訴
時
効
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
に
尖
閣
諸
島
周
辺
の
日
本
領
海
内
で
発
生
し
た
中
国
ト
ロ
ー
ル
漁
船
に
よ
る
公
務
執
行
妨
害
等
被

疑
事
件
で
は
、
�
其
雄
船
長
が
「
公
務
執
行
妨
害
」
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
、
那
覇
地
検
石
垣
支
部
に
送
致
さ
れ
た
も
の
の
、
九

月
二
十
五
日
に
は
「
処
分
保
留
」
で
釈
放
さ
れ
た
。

仙
谷
由
人
官
房
長
官
は
、
九
月
八
日
の
記
者
会
見
で
「
我
が
国
の
法
律
に
基
づ
い
て
厳
正
に
対
処
し
て
い
く
」
と
発
言
し
て

お
ら
れ
る
。
当
然
の
考
え
方
で
あ
る
。

ま
た
、
九
月
二
十
四
日
に
は
那
覇
地
検
の
鈴
木
亨
次
席
検
事
が
「
漁
船
が
巡
視
船
『
み
ず
き
』
に
故
意
に
衝
突
さ
せ
た
こ
と

は
証
拠
上
明
白
」
と
発
言
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
は
「
処
分
保
留
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
今
後
、
�
其
雄
船
長
に
対
し
て
は

法
律
に
基
づ
い
て
処
分
が
言
い
渡
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

既
に
被
疑
者
で
あ
る
�
其
雄
船
長
が
中
国
に
向
け
て
出
国
し
た
こ
と
か
ら
、
当
然
に
為
さ
れ
る
べ
き
手
続
に
困
難
が
生
じ
る

の
で
は
な
い
か
と
懸
念
す
る
こ
と
か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

公
務
執
行
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
は
三
年
か
。

二

被
疑
者
で
あ
る
�
其
雄
船
長
は
九
月
二
十
五
日
に
日
本
を
出
国
し
た
。
刑
事
訴
訟
法
第
二
五
五
条
の
「
犯
人
が
国
外
に
い

一



る
場
合
又
は
逃
げ
隠
れ
て
い
る
た
め
有
効
に
起
訴
状
の
謄
本
を
送
達
若
し
く
は
略
式
命
令
の
告
知
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
時
効
は
、
そ
の
国
外
に
い
る
期
間
又
は
逃
げ
隠
れ
て
い
る
期
間
そ
の
進
行
を
停
止
す
る
」
と
の
規
定
に
よ
っ
て
、
公
訴

時
効
も
停
止
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

三

�
其
雄
船
長
は
「
処
分
保
留
の
上
、
釈
放
」
さ
れ
た
が
、
そ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
公
訴
時
効
ま
で
に
言
い
渡
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
考
え
る
。
仮
に
被
疑
者
が
出
国
し
た
こ
と
で
公
訴
時
効
も
停
止
し
て
い
る
と
す
る
と
、
処
分
の
言
い

渡
し
が
行
わ
れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
の
か
。

四

既
に
被
疑
者
で
あ
る
�
其
雄
船
長
が
出
国
し
て
い
る
状
態
で
は
、
現
実
問
題
と
し
て
起
訴
を
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
想
像

す
る
が
、
被
疑
者
の
出
国
は
起
訴
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


